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　（趣旨） 

第１条　学校教育法施行規則第26条第５項、国立大学法人埼玉大学学則第67条及び

国立大学法人埼玉大学大学院学則第42条の規定に基づく学生の懲戒については、

 この規則の定めるところによる。

　（実施） 

第２条　懲戒は、学長が行う。 

　（懲戒の内容） 

第３条　懲戒は、次のとおりとする。 

 (1) 退学　　学生としての身分を失わせること。

 (2) 停学　　有期又は無期とし、この間の登学を禁止すること。

ア　無期停学とは、期限を付さない停学をいい、当該停学の開始の日から起算

 して６ヶ月以内とすることができないものとする。

イ　有期停学とは、当該停学の開始の日から起算して６ケ月以内の期限を付し

 て命ずる停学をいう。

ウ　停学期間は在学年数に通算しない。ただし、停学期間が一月を超えないと

 きは、教育研究評議会の議を経て在学年数に通算することができる。

 (3) 訓告　　注意を与え、将来を戒めること。

 ２　前項第１号に規定する懲戒処分を受けた者は、再入学することができない。

　（手続の開始） 

第４条　学部長又は研究科長（以下「学部長等」という。）は、懲戒に該当すると

 思われる行為について知り得たときは、直ちに次の措置を採るものとする。

 (1) 学長に報告すること。

(2) 当該学生に係る指導教員等その他学部長等が必要と認める者と協議し、事実

関係を整理し、その結果を当該教授会又は研究科委員会（以下「教授会等」と

 いう。）に付議するものとする。

 ２　教授会等は、慎重、かつ、速やかに調査・審議を行うものとする。

　（謹慎） 

第５条　学部長等は、懲戒対象行為が懲戒に該当することが明白であり、かつ、懲

戒処分がなされることが確実である場合は、懲戒処分決定前に謹慎を命ずること



ができる。この場合、謹慎の期間は一月を超えないものとし、この間は登学を禁

 止する。なお、謹慎の期間は停学期間に通算することができる。

　（発議） 

第６条　学部長等は、教授会等の審議を経て、次の措置を採るものとする。 

(1) 懲戒の必要があると認めたときは懲戒の案を作成し、学長に報告するものと

 する。

(2) 懲戒の必要が認められなかったときは理由書を作成し、学長に報告するもの

 とする。

　（審議） 

第７条　学長は、前条第１号に基づき、当該学生の懲戒について教育研究評議会に

付議する。 

２　学長は、前条第２号の場合において、特に必要があると認めたときは、教育研

究評議会に付議することができる。 

　（調査委員会） 

第８条　教育研究評議会は、審議において必要と認めた場合には、次に掲げる者で

 構成する調査委員会を置くものとする。

(1) 教育研究評議会構成員の互選による者　若干人 

 (2) 埼玉大学の教職員以外の者で高度な法律上の専門知識を有する者

 (3) 学長が必要と認めた者

２　調査委員会は、非公開とし、慎重、かつ、速やかに調査・審議を行い、その結

果を教育研究評議会に報告するものとする。 

３　調査委員会は、関係の教員及び当該学生等から資料の提出を求め、事情及び意

 見を聴取することができる。

　（弁明） 

第９条　調査委員会又は教授会等は、調査を行うにあたり、当該学生に口頭又は文

 書による弁明の機会を与えなければならない。

２　当該学生は、弁明の際、必要な証拠を提出し、証人の喚問を求めることができ

 るとともに、補佐人を指名し、その補佐を受けることができる。

３　当該学生が弁明の機会を与えられたにもかかわらず、正当な理由がなく欠席し、

 又は文書を提出しなかった場合には、当該権利を放棄したものとみなす。

　（決定） 

第１０条　学長は、教育研究評議会の議を経て、当該学生の懲戒を決定する。 

　（懲戒処分の通知） 

第１１条　学長は、懲戒処分を決定した場合には、懲戒処分書に理由書を添えて当

 該学生に通知しなければならない。



２　懲戒処分は、当該学生の氏名及び学籍番号を除き、当該学生の所属、懲戒の内

容及び懲戒の事由を学内に公示するものとする。 

３　公示の場所は、学内各学部掲示板及び学務部掲示板とする。 

４　公示の期間は、公示日から１週間とする。 

　（懲戒の発効） 

第１２条　懲戒の発効の日は、懲戒処分書の交付日とする。ただし、やむを得ない

 場合は、この限りでない。

　（再審査） 

第１３条　懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他正当な理由が

ある場合には、その存在を示す資料を添えて、文書により学長に再審査を求める

 ことができる。

２　学長は、前項の請求を受理した場合には、速やかに教育研究評議会の議を経て、

 再審査の要否を決定しなければならない。

３　教育研究評議会が、再審査の必要があると認めた場合には、直ちに調査委員会

 を設置し、事実の有無についての調査を行う。

４　教育研究評議会が、再審査の必要がないと認めた場合には、学長は、速やかに

 その旨を文書により当該学生に通知する。

 ５　再審査の請求は、懲戒処分の効力を妨げない。

 ６　再審査の手続は、第９条から第11条までの規定を準用する。

　（停学処分中の指導） 

第１４条　各学部等においては、停学処分中の学生に対して定期的な面談及び指導

 を行うものとする。

　（学籍異動） 

第１５条　当該学生が懲戒処分の決定前に退学又は休学を申し出た場合は、これを

 認めない。

 ２　停学処分中の学生が休学を申し出た場合は、これを認めない。

　（停学の解除） 

第１６条　学長は、停学の処分を受けた学生について、大学に復帰するに足る条件

 が具備されたと認めた場合には、停学を解除することができる。

２　停学解除の手続は、当該学部等における停学期間中の指導に基づき第４条、第

６条第１号、第７条第１項、第８条、第10条及び第11条の規定を準用する。この

場合において、第４条第１項中「懲戒に該当すると思われる行為について知り得

た」とあるのは「停学を解除する」と、第６条第１号中「懲戒の必要があると認

めたときは懲戒」とあり、第７条第１項及び第10条中「懲戒」とあり、並びに第

11条第１項及び第２項中「懲戒処分」とあるのは「停学の解除」と、第８条第２



項中「調査・審議」とあるのは「審議」と、第11条第１項中「懲戒処分書」とあ

るのは「停学解除通知書」と、同条第２項中「懲戒の内容及び懲戒の事由」とあ

 るのは「解除の内容及び解除の理由」と読み替えるものとする。

　（報告） 

第１７条　学部長等は、停学の処分を受けた学生が処分期間の満了等により復学す

ることとなった場合は、処分中の指導内容及び当該学生の更生内容について、学

長に報告するものとする。 

 （その他の教育的措置）

第１８条　学部長等は、懲戒対象行為に該当しない場合において、教育的指導が必

 要であると認めたときは、教授会等の議を経て、厳重注意を行うことができる。

 ２　前項の厳重注意は、口頭又は文書により行う。

３　学部長等は、前項の厳重注意を行ったときは、速やかに学長に報告するものと

 する。

４　学長は、学部長等が行った厳重注意について、必要と認めた場合は、教育研究

 評議会に報告するものとする。

　（事務） 

第１９条　懲戒に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。 

　（雑目） 

第２０条　この規則に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は、別に定

   める。

　　　附　則  

  この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

　　　附　則（平成18. 4. 1  18規則88）  

　この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

　　　附　則（平成20. 3. 1 19規則97） 

　この規則は、平成20年３月１日から施行する。 

附　則（平成24. 9.28 24規則34） 

　この規則は、平成24年９月28日から施行し、平成24年４月１日から適用する。 

附　則（平成27. 2.19 26規則64） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附　則（令和７. 3.27 ６規則46） 

 この規則は、令和７年３月27日から施行する。


